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晴天に恵まれた方、寒い思いをされた方と様々でしたが、

初めて行かれた方がほとんどで、皆さん思い思いの買い

物をしてきました。 
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 雪が降り始めた１１月中頃、センター全体行事にて『イトーヨーカドー』と『ドリ

ームタウンアリー』へ行って来ました。 

 

 利用者の皆さんは、鬼をめがけてストレス発散？をす

る利用者、少し遠慮がちに投げる利用者など、それぞれ

の思いを込めて厄を払っていました。 

 ２月３日は、節分。デイサービスセンター黒石でも 

豆まきを行いました。今年の鬼は優しそうな職員？と 

カレンダー大好きな利用者が頑張ってくれました。 

 

 ２月４日は、マックスバリュー様より恵方巻きをい

ただきました。ご家族への嬉しいおみやげとして持ち

帰り、東北東を見ながら食べた事でしょう。 

 今年も利用者皆さんに福が来ますように❤ 

うがー！ 
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大型ショッピングモールという事もあり、衣類に

食品、電化製品と 1 日を掛けても全てを見る事が

出来ませんでしたが、十分満喫できた外出行事と

なりました。 

来年度の外出を楽しみにして今年もあと少し頑張

りましょう！ 
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雇用・就労が困難な在宅障がい者の方々に対して、 

創作活動や生産的活動の機会を提供しています。 

入浴を含む介護サービスも行っていますので、介護を 

必要とされる方も安心してご利用いただけます。 

 

 

○利用料  無料 

○活動日  月～金（祝日は休み） 

○食事・送迎  

希望により実施致します。 

・食事  ￥３５０ 

  ・送迎 片道￥５０ 

 

黒石市から相談支援事業の委託を受けて、相談支援専門員 が障がい者の方々の 相談支援 を 

行っています。 

 生活全般についての相談に応じ、福祉サービスの利用方法や行政機関、施設の紹介などの 

情報提供やそれに伴う手続き・申請に関する援助を行っています。 

（主な支援内容） 

 ・福祉サービスの利用等に関する支援  ・権利擁護のための必要な支援 

 ・社会資源を活用するための支援    ・サービス等利用計画作成 

 ・専門機関の紹介 

・社会生活力を高めるための支援 

 

相談だけではなく、こんな情報を知りたいということでも構いません。 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

 

  

 

 

 サポートセンターくろいし（地活Ⅰ型）は、

生産的活動（工賃１日 200 円）、創作活動など

の機会を提供する活動支援、地域や福祉につい

ての情報提供を行っています。 

「これからの 行事予定(全体行事)」 

 

」 

  

 

  

  

３月  買物外出 

  

たくさんのご参加お待ちしております☆ 

 デイサービスのご利用について 

「生活介護」の利用条件～ 

 障がいをお持ちの方で障がい程度区分が 3 以上であること。 

ただし、50 歳以上であれば区分 2 であっても利用できます。 

 

「就労継続支援 B 型（非雇用型）」の利用条件～ 

 就労経験のある方や雇用に結びつかなかった障がい者の方。 

※障がい程度区分の基準はありません。 

３月行事予定 

○生活介護 

☆買物外出 

 

 

 
 初めてのユニクロ行けて良かったです 

        （Ｏさん） 

 

 また、五所川原のエルム行きたいなあ 

        （Ｙさん） 

○就労Ｂ 

 ☆お疲れ様会 

  

 

 

 

 デイサービスのご利用について 

「生活介護」の利用条件～ 

 障がいをお持ちの方で障がい程度区分が 3 以上であること。 

ただし、50 歳以上であれば区分 2 であっても利用できます。 

 「就労継続支援 B 型（非雇用型）」の利用条件～ 

 就労経験のある方や雇用に結びつかなかった障がい者の方。 

※障がい程度区分の基準はありません。 

１２月行事予定 

欲しいものが買えて満足です。 またどこかの外出い

きたいです               （Ｓさん） 

生活介護・就労Ｂ 

ｸﾘｽﾏｽ忘年会  

 

  

 

 

 今年は、うちのリンゴが 

早くもぎ終わって良かった

です。 

 年末番組楽しみですね！ 

編集後記 

当センターでは就労支援(B 型)の事業として柵の木にある「ひ

よこ」という事業所で宅配お弁当作りを行っています。 

 

村元 

 

約８ヶ月振りに復帰した岩倉です。５月に無事長女を出産しました。 

私達、親はもちろん可愛がっていますが一番可愛がっているのはお兄 

ちゃん達かもしれません。 

これからまた頑張りますので宜しくお願いします。 

働いている利用者さんは 7 名、調理から盛り付け、弁当の配達回収、

そして容器の洗浄と、職員の指導の下、手分けして効率よく作業を

行うことが出来るようになりました。 

お弁当作りという仕事を通して少しでも社会に貢献できればいい

と皆張り切っています。配達しているお弁当は、300 円と 450 円の

二種類、肉や魚のメニューを交互に用いて、300 円の方はヘルシー思

考の女性方々に、450 円の方はがっつり食べたい男性の皆さんに主に

好まれています。興味のある方はぜひ当事業所まで御連絡ください。 

 


